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地方独立行政法人りんくう総合医療センター 平成 25 年度年度計画 
 
第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 
１ 質の高い医療の提供 
（１）災害医療・救急医療 
① 関西国際空港緊急計画による医療救護活動、大阪府地域防災計画に基づく災害

の救急医療活動及びその他災害時における救急医療活動を迅速かつ適正に実施す

るため、災害医療に関する研修及び医療救護を想定した訓練等に積極的に参加す

る。また、災害時には、「泉佐野市地域防災計画」、「泉佐野市国民保護計画」等に

基づき、泉佐野市からの要請を受け必要な医療救護活動を実施し、泉佐野市が実

施する災害対策に協力する。加えて、災害拠点病院としての役割を果たすととも

に、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）を養成し、泉佐野市域以外であっても直ち

に災害現地へ派遣する。 
〔ＤＭＡＴ登録状況〕（平成 24 年 4 月現在） 

区  分 医師 看護師 事務等 

日本ＤＭＡＴ   （りんくう）

     （救命救急センター）

0 人

8 人

1 人

6 人

0 人 

2 人 

大阪ＤＭＡＴ   （りんくう）

（救命救急センター）

3 人

9 人

9 人

5 人

4 人 

4 人 

 
② 救急医療については、府立泉州救命救急センター（以下「救命救急センター」

という。）との統合により、重症救急や地域の医療機関で重症化した患者を幅広く

着実に受け入れられる体制を整備し、良質な救急医療を迅速に提供するとともに、

救急車搬送患者を積極的に受け入れる。また、ドクターヘリやドクターカーを活

用し患者輸送等を充実させる。 
〔救急外来患者数〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度 

実績値 

救急外来患者数      （りんくう）

（救命救急センター）

8,930 人

850 人

7,749 人

828 人

8,133 人 

668 人 

うち救急車搬送者数  （りんくう）

（救命救急センター）

3,224 人

816 人

2,696 人

801 人

2,813 人 

640 人 

うち救急入院患者数   （りんくう）

       （救命救急センター）

1,966 人

805 人

1,880 人

787 人

2,338 人 

364 人 

平成 25 年度

目標値 

うち時間外救急搬送患者数（りんくう）

（救命救急センター）

2,379 人

674 人

1,947 人

652 人

1,937 人 

522 人 
3,000 人
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③ 救命救急センターとの統合に伴い、地域の三次救急医療機関として引き続き、

ＭＣ（メディカルコントロール）による病院前医療救護体制を含む泉州地域の救

急医療体制の構築及び充実に向けて中心的役割を果たす。 
＜参考：平成 23 年度泉州地域メディカルコントロール協議会の状況＞ 
協議会の開催数：2 回/年、事後検証会議の開催数：12 回/年、事後検証件数：990
件、検証率：全出動件数の 2.3％、救命講習会・症例検討会の開催数：9 回（延べ

日数 15 日） 
〔救命救急センター活動実績〕 

区  分 平成 23 年度実績値 
救命士への指示出し件数 157 件

三次コーディネート件数 74 件

 
（２）小児医療・周産期医療 
① 小児医療においては、地域医療機関と共同で行う病院群輪番制により、救急医

療を維持するとともに、入院患者を中心に対応する。 
 

② 泉州広域母子医療センターにおいては、地域周産期母子医療センターとして安

心・安全な周産期医療を目指し、ハイリスクな出産や合併症妊婦を積極的に受け

入れる。また、救命救急センターと連携するなど周産期センターの機能を強化す

るとともに、地域医療機関と役割分担し、安定した運営に努める。 
〔小児科患者数、小児科救急外来患者数等〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度 

実績値 

平成 23 年度

実績値 

小児科患者数（外来） 8,733 人 8,055 人 8,884 人

小児科患者数（入院） 4,828 人 4,467 人 4,977 人

小児科救急外来患者数 923 人 685 人 703 人

うち小児科救急入院患者数 93 人 92 人 57 人

NICU(新生児集中治療室)患者数 2,001 人 1,824 人 1,977 人

うち分娩件数 1,063 人 976 人 1,156 人

うち帝王切開 246 人 243 人 247 人

うちハイリスク分娩 224 人 547 人 494 人

備考：ハイリスク分娩とは、早産、高齢出産、多胎出産、妊娠糖尿病などの合併症

で危険性の高い分娩をいう。 
 

（３）高度医療・先進医療の提供 
① ４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）については、高度で先進的な

医療を継続的に提供するため、各分野ごとに専門スタッフを育成し、地域医療機
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関とも連携しながら、地域の医療水準の維持向上を図る。 
 

② がんについては、国指定の地域がん診療連携拠点病院の取得を目指し、手術、

化学療法及び放射線治療の効果的な組合せと複数診療科の連携によるがん治療セ

ンターを中心としたがん診療体制、がんに関する相談体制及び緩和ケア体制を充

実させるとともに、地域のがん診療の水準の維持向上を図る。 
 

③ 脳卒中については、脳神経センターにおいてＳＣＵ（脳卒中ケアユニット）の

設置等の機能充実を図るものとし、急性心筋梗塞（循環器救急疾患含む）につい

ては、心臓センターにおいて診療体制等を充実することにより、さらなる高度医

療の向上を図る。 
また、統合した救命救急センターと一体となって、引き続き、脳卒中・循環器

救急搬送患者の受入れ窓口の一元化を行い、確実な患者受入れ体制の確保と、よ

り迅速な高度医療の提供を目指す。 
 

④ 糖尿病については、チーム医療による食事療法、運動療法、薬物療法等を組み

合わせた教育入院のプログラムを作成し、集中的治療を実施していく。 
〔4 疾病の患者数等〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度

実績値 

がん患者数      （りんくう） 1,572 人 1,755 人 1,847 人

脳血管障害患者数   （りんくう）

（救命救急センター）

345 人

60 人

390 人 

44 人 

441 人

24 人

循環器疾患患者数   （りんくう）

（救命救急センター）

1,813 人

40 人

1,593 人 

35 人 

1,780 人

13 人

糖尿病患者数     （りんくう） 84 人 103 人 149 人

がん手術件数     （りんくう） 531 件 697 件 799 件

がん患者外来化学療法数（りんくう） 2,141 人 2,588 人 3,088 人

がん患者放射線治療数 （りんくう） 4,603 人 1,934 人 3,795 人

外傷患者数  （救命救急センター） 270 人 261 人 117 人

熱傷患者数  （救命救急センター） 18 人 14 人 8 人

備考：がん患者数、脳血管障害患者数、循環器疾患患者数、糖尿病患者数、外傷患

者数、熱傷患者数は主傷病名による入院患者数 
 

⑤ 医療機器の整備及び更新にあたっては、平成 25 年度は資金面で最も苦しい時期

となることから、新たな機器購入等の投資は抑制する。また、やむなく更新する

場合であっても、効率で効果的な仕様を検討するとともに、稼働率や収支の予測

を十分に行った上で進め、医療機器購入検討委員会で優先順位や国府等の補助金

の活用、リース等を含めた最適な導入形態を検討する。 
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２ 医療水準の向上 
（１）医療職等の人材確保 
① 医療提供体制の安定化を図り、医療水準を向上させるため、実習の積極的な受

入れなどにより優秀な医師をはじめ、高度な専門性を有する医療技術職等の確保

及び育成に努める。特に、重症患者や急変患者に対応できる診療体制を構築し、

内科部門を補強するため、総合診療を目指す医師を確保する。また、医療職等に

とって魅力ある病院となるよう各種研修への参加機会の拡充や資格取得を奨励す

ることにより、優秀な人材を確保する。 
 

② 大学等関係機関との連携の強化や教育研修の充実により、診療能力が高く資質

の優れた医師確保に努めるとともに、公募による採用等も活用する。また、臨床

研修プログラムの改善及び充実を図るなど、教育研修体制を整備し、臨床研修医

及び後期研修医を積極的に受け入れる。 
 

③ 医師の長時間勤務の改善や育児中の職員の業務の負担を軽減するなど、職員に

とってやりがいが持て、働きやすい職場づくりに努める。そのため、院内保育所

の運営の向上や育児等のための短時間正規職員制度などの柔軟な雇用形態を導入

することにより、子育て中の職員等の負担軽減を図る。特に医師・看護師の確保

の観点から、院内に設置した看護職員採用促進プロジェクトチームの機能強化を

図るとともに女性医師等の復職に向けた研修プログラムを整備し、女性医師・看

護師が働きやすい病院づくりに努める。また、就労等に関する各種制度の内容に

ついて院内周知を図る。 
〔研修医数、医療従事者及び学生実習受入数等〕 

区  分 
平成 23 年度

実績値 
備考 

臨床研修医数（初期）（りんくう）

（救命救急センター）

11 人

14 人

1 年目:7 人、2 年目:4 人 

1 年目:10 人、2 年目:4 人 

後期研修医数    （りんくう）

 
（救命救急センター）

22 人

2 人

3 年目:11 人、4 年目:6 人、 

5 年目:5 人 

3 年目:1 人、4 年目:1 人、 

医学生実習受入人数  （りんくう）

（救命救急センター）

69 人

2 人

うち個人申込 64 人 

 

看護学生実習受入人数 （りんくう）

（救命救急センター）

151 人

2 人

薬学生実習受入人数  （りんくう）

（救命救急センター）

9 人

2 人

放射線実地研修受入人数（りんくう）

  （救命救急センター）

4 人

34 人
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救命士病院実習受入人数（りんくう）

 （救命救急センター）

48 人

172 人

 
（２）医療職の養成機能・医療技術の向上 
① 部門、職種及び職層に応じて年度毎に研修計画を策定し、学会、発表会及び研

修への参加と職務上必要な資格の取得を促すため、業務の軽減や拡張した学会費

用助成を継続して支援する。 
〔学会発表件数、論文件数〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度

実績値 

学会発表件数    （りんくう）

（救命救急センター）

217 件

23 件

223 件 

30 件 

221 件

34 件

論文件数      （りんくう）

（救命救急センター） 
49 件

13 件

42 件 

13 件 

42 件

14 件

 
② 特に、看護師については、看護職の専門性を向上させ、水準の高い看護を提供

するため、専門看護師及び認定看護師の資格取得を促進する。 
〔指導医数、専門医数、専門看護師数等〕 

区  分 
平成 23 年度 

実績値 

指導医数（延人数） （りんくう）

（救命救急センター） 
39 人

5 人

専門医数（延人数）  （りんくう）

（救命救急センター）

100 人

26 人

認定医数（延人数） （りんくう）

（救命救急センター）

33 人

2 人

専門看護師数    （りんくう）

（救命救急センター）

1 人

1 人

認定看護師数    （りんくう）

（救命救急センター）

9 人

2 人

 
３ 患者・住民サービスの向上 

（１）診療待ち時間等の改善 
① 待ち時間に関する実態調査を毎年１回以上行い、その現況及び原因を把握し、

必要に応じて改善を行う。また、かかりつけ医からの紹介により予約率を高める

とともに、医師をサポートする体制を整え、診察など医師が直接従事しなければ

ならない業務に専任できるシステムを構築することにより、診療待ち時間の短縮

を図る。 
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② 検査機器の稼働効率の向上により、検査待ちの短縮を図るほか、医師等の配置、

手術枠の見直し及び手術室の増設等により手術室の運用を改善し、手術の実施体

制を整備する。 
〔手術件数〕 

区  分 
平成 21 年度 

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度 

実績値 

平成 25 年度

目標値 

手術件数  

（りんくう） 

（外来） 

（入院） 

291 件

2,995 件

309 件

3,142 件

298 件 

3,005 件 
3,900 件

（救命救急

センター） 

（外来） 

（入院） 

0 件

553 件

2 件

586 件

44 件 

289 件 

 
③ フロアーマネージャの配置や各ブロックでの会計処理等により外来患者へのサ

ービスを充実させる。また、時間短縮だけでなく、快適に待ち時間を過ごしても

らう取組みや順番待ちの時間をお知らせするなど患者に配慮した取組みを行う。 
 

（２）患者中心の医療 
① 患者主体の医療という基本認識のもと、患者及び家族の信頼と納得に基づいた

診療を行うため、検査及び治療の選択について患者の意思を尊重したインフォー

ムド・コンセント（患者が自ら受ける医療の内容に納得し、自分に合った治療法

を選択できるよう、患者へのわかりやすい説明を行った上で、同意を得ること）

を一層徹底する。 
 

② 他院の患者・家族が当院の専門医にセカンドオピニオン（患者及びその家族が、

病状や治療法等について、主治医とは別の専門医に意見を聴くこと）を求めた場

合に適切に対応できるようセカンドオピニオン相談体制の強化に努める。また、

医療相談窓口及びがん相談支援センターの機能の充実を図る。 
〔セカンドオピニオン実施件数等〕 

区  分 平成 23 年度実績値 備考 

セカンドオピニオン実施件数 20 件 がん治療 

がん相談支援センター相談件数 1,110 件  

 
③ 入院患者に自らの疾患について、その内容・治療・看護等の治療計画をわかり

やすく理解してもらうため、院内のクリニカルパス委員会での検討を通じて、作

成済みのクリニカルパス（入院患者に対する治療の計画を示した日程表）の点検

や新たなクリニカルパスの作成を進める。また、平成 24 年度に設置した入退院サ

ポートセンターの機能を充実させ、入退院に関する患者サポートを徹底し、患者

サービスの向上を図る。 
〔クリニカルパス種類数等〕 

区  分 平成 23 年度実績値 
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クリニカルパス種類数 163 件

クリニカルパス適用件数 2,993 件

 
〔クリニカルパス適用率〕 

区  分 平成 23 年度実績値 平成 25 年度目標値 

クリニカルパス適用率 38.3％ 37.0％

 
④ 患者が医療書籍・冊子などをいつでも見ることができるよう、医療情報ライブ

ラリー等を設置するとともに、退院後の生活支援情報等の紹介も含んだ医療情報

の提供を充実する。 
 

（３）院内環境の快適性向上 
 患者や来院者により快適な環境を提供するため計画的に、病室、待合室、トイ

レ及び浴室等の改修又は補修を実施するとともに、患者のプライバシー確保に配

慮した院内環境の整備に努める。 
 

（４）職員の接遇向上 
① 患者に選ばれ、患者が満足する病院であるため、既に実施している院内での「患

者様からのご意見」の取組みに加え、定期的な患者アンケートや患者の会等を通

じて患者の意向をとらえ、患者サービスの向上につなげる。 
〔患者満足度調査結果〕 

区  分 平成 23 年度実績値 

外来（満足 ＋ やや満足） 95.3％

入院（満足 ＋ やや満足） 98.3％

② 全職員が参加する接遇研修や様々な業種の接遇を参考にするなど、病院全体の

接遇マナー向上に努める。 
 

（５）ボランティアとの協働によるサービス向上 
① 地域におけるボランティアを積極的に受け入れ、職員と互いに連携をとりなが

ら、住民・患者の目線に立ったサービスの向上を図るため、よりきめ細やかな取

組みに努める。また、地域活性化総合特区の中に位置づけられる医療通訳のネッ

トワーク構築など外国人診療機能を充実するため、医療通訳ボランティアの受入

れ及び育成に努める。なお、平成 25 年度には、外国人患者受入れを推進するため、

厚生労働省の支援事業である外国人患者受入れ医療機関認証制度の評価を受ける。 
 

② ボランティア団体等が病院内で開催する歌声コンサートなど患者等が参加でき

るイベントに協力する。 
〔ボランティア登録人数等〕 
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区  分 
平成 23 年度

実績値 
備考 

ボランティア登録人数 95 人
無償ボランティア 1 人、1 団体（25

人）、通訳有償ボランティア 69 人 

イベント開催数 3 回
独法記念（団体主催）1 回 

七夕 1 回、クリスマス 1 回 

 
（６）医療安全管理の徹底 
① 住民に信頼される良質な医療を提供するため、医療の質と安全管理委員会にお

いて医療事故及び医療事故につながる潜在的事故要因に関する情報の収集及び分

析に努め、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員

に周知し、医療安全対策を徹底する。 
〔医療の質と安全管理委員会の開催数等〕 

区  分 平成 23 年度実績値 

医療の質と安全管理委員会の開催数 12 回

研修会・学習会の開催数(平均参加率) 9 回(70.3％)

 
② 患者、家族等の安全や病院職員の健康の確保のため、院内感染対策委員会にお

いて、感染源や感染経路などに応じた適切な院内感染予防策を実施するなど院内

感染対策の充実を図る。 
〔院内感染対策委員会の開催数等〕 

区  分 平成 23 年度実績値 

院内感染対策委員会の開催数 12 回

講演会・研修会の開催数(平均参加率) 3 回(51％)

 
③ 医薬品及び医療機器等に関する安全情報の的確な提供や、入院患者が納得し安

心して薬を服用することができるよう、服薬指導の充実を図る。また、薬物療法

の有効性・安全性をさらに高めるため、病棟専任薬剤師を配置する。 
〔服薬指導件数〕 

区  分 平成 23 年度実績値 

服薬指導件数             （りんくう）

（救命救急センター）

11,186 件

168 件

 
④ 医療従事者としてふさわしい倫理観を持ち、医療関係法令等を遵守することは

もとより、医療安全管理マニュアル等の医療安全内部規定を定め、医療倫理及び

行動規範を確立する。 
 

⑤ 個人情報保護及び情報公開に関しては、泉佐野市個人情報保護条例及び泉佐野
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市情報公開条例に基づき、市の機関に準じて適切に対応することとし、カルテ（診

療録）などの個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示を適切に行う。 
〔カルテ開示件数〕 

区  分 平成 23 年度実績値 

カルテ開示件数           （りんくう）

（救命救急センター）

26 件

34 件

 
（７）電子カルテシステム導入等のＯＡ化の推進 
  平成 24 年度に構築した救命救急センターとの医療情報連携システムを運用す

るとともに、電子カルテシステムを中心とした総合的な医療情報システムの機能

を発揮することにより、医療の質的向上と安全確保、患者の利便性向上及び経営

の効率化を図る。 
４ 地域医療機関等との連携強化 

（１）地域の医療機関との連携 
① 地域医療支援病院としての役割を果たすため、紹介された患者の受入れと患者

に適した医療機関への紹介を、地元医師会等と協力して進めることにより、紹介

率及び逆紹介率の向上を図る。 
 また、地域医療再生計画の中で整備される病院間の診療情報を相互共有できる

ネットワークシステムの運用体制を確保するため、地域医療連携室の機能強化を

図る。 
〔紹介率、逆紹介率〕 

 区  分 
平成 22 年度 

実績値 

平成 23 年度 

実績値 

平成 25 年度 

目標値 

紹介率    （りんくう） 

（救命救急センター） 

46.4％

93.0％

51.9％

87.4％
56.0％

逆紹介率   （りんくう） 

（救命救急センター） 

63.9％

64.9％

63.7％

71.7％
60.0％

 
② 地域の中核病院としての役割から、他の医療機関との機能分担と連携を強化す

るため、地域連携クリニカルパスの拡充、開放病床（かかりつけ医と病院の主治

医が協力して治療等を行うための病床）の積極的な利用促進などにより地域連携

の充実に努める。 
〔地域連携クリニカルパス実施件数等〕 

区  分 
平成 23 年度 

実績値 

地域連携クリニカルパス実施件数 183 件

りんくう医療ネットワーク登録医数 370 人
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（２）地域医療への貢献 
① オープンカンファレンス（地域医療機関等が参加する研修会及び研究会）を開

催し、地域の医療従事者を対象とした研修会への講師派遣などを通じて顔の見え

る連携に取り組む。また、医師会・歯科医師会等と協力して、患者にとってのケ

アの連続性を重視し、質の高い医療の提供を行っていく。 
〔りんくうカンファレンス開催数等〕 

区  分 
平成 23 年度

実績値 

りんくうカンファレンス開催数 6 回

臨床集談会開催数 10 回

地域医療機関研修生受入（看護師）研修会開催数 14 回

 
② 広報やホームページの活用等により、保健医療情報を発信し、市の保健担当部

局とも協力して、市民健康講座を開催し、特定健診、乳がん検診その他予防医療

について住民啓発を推進する。 
〔市民公開講座開催数〕 

区  分 
平成 23 年度 

実績値 
備考 

市民公開講座開催数   （りんくう）

（救命救急センター）

9 回

9 回

参加人数   301 人 

参加人数    33 人 

 
第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 運営管理体制の確立 
① 地方独立行政法人としての運営が的確に行えるよう、理事会のほか病院組織の

体制を整備し、運営管理体制を確立する。 
 

② 中期目標、中期計画及び年度計画の着実な達成に向け、毎月の収支報告を踏ま

え、院内情報システムを活用した各診療科の経営分析、計画の進捗状況の定期的

な把握など業務運営を継続的に改善していく。 
 

③ 目標管理のツールであるＢＳＣ（バランスト・スコア・カード）を活用し、Ｐ

ＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルを確立して、質の高い経営を進める。 
 

２ 効率的・効果的な業務運営 
（１）業務執行体制の弾力的運用 
① 高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、短時間

正規職員制度など柔軟な人事管理制度を活用して、医師をはじめとする職員を適

切かつ弾力的に配置する。 
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② 必要に応じて多様な専門職の活用を図り、効果的な医療の提供及び効率的な業

務運営に努める。 
 

③ 医療職の負担を軽減するため、医師事務作業補助者の活用をはじめとして各職

種の業務を明確にし、適切な役割分担を図る。 
 

④ 看護師の二交替勤務その他フレキシブルな勤務体制を構築する。 
 

（２）新たな給与制度の導入 
    職責に応じ職員の努力が報われるような給与制度にする必要があるため、職員

の能力や法人の業績が反映される給与制度を導入し、適切に運用する。 
 

（３）モチベーション向上につながる評価制度の導入 
 平成 24 年度実施に伴う現行制度の問題点や課題点を分析、見直しを行った上で、

引き続き、職員の努力が評価されモチベーションの向上につながるよう、業績や

能力を的確に反映し、昇任、昇格等の人事及び昇給等の給与に結びついた公正で

客観的な人事評価制度を実施していく。 
 

（４）職員の職務能力の向上 
① 医療職の資格取得も含めた教育研修プログラムの整備はもとより、医療技術職

についても各部門で専門性に応じた研修を実施する。 
〔医療技術職数〕 

区  分 平成 24 年 4 月 1 日現在 

薬剤師数                          （りんくう）

     （救命救急センター）

22 人

2 人

診療放射線技師数                  （りんくう）

（救命救急センター）

20 人

4 人

臨床検査技師数                    （りんくう）

（救命救急センター）

25 人

4 人

理学療法士数                      （りんくう）

（救命救急センター）

8 人

1 人

作業療法士数                       （りんくう）

（救命救急センター）

3 人

0 人

言語聴覚士数                       （りんくう）

（救命救急センター）

3 人

0 人

臨床工学技士数                     （りんくう）

（救命救急センター）

9 人

2 人

視能訓練士・眼科ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ（OMA）数  （りんくう）

             （救命救急センター）

3 人

0 人
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歯科衛生士数                       （りんくう）

（救命救急センター）

3 人

0 人

管理栄養士数                      （りんくう）

（救命救急センター）

5 人

1 人

 
② 病院経営の分析能力を持つ事務職員や診療情報の管理・分析の専門能力を有する

事務職員を採用するとともに、職員の育成に努め、経営感覚とコスト意識を高める

ことにより事務部門の職務能力の向上を図る。 
 

③ 市からの派遣職員は、法人が独自に採用する職員に段階的に切り替える。 
 

（５）予算執行の弾力化等 
① 中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を活用し

た予算執行を行うことにより、効率的・効果的な業務運営を行う。 
 

② 複数年契約、複合契約等の多様な契約手法を活用し、さらなる費用の節減に取

り組む。 
（６）病院機能評価の活用 
  患者のニーズを踏まえて質の高い医療を効率的に提供していくため、病院機能

評価の評価項目を日頃から定期的にチェックして病院運営の改善に努め、医療機

能の一層の充実・向上を目指す。 
なお、平成 25 年度は、現行の機能評価認定期間が終了するとともに救命センタ

ーの移管を受けることから、最新の機能評価を取得する。 
 
第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 資金収支の改善 
地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）の趣旨に沿って、公的使命を果

たせる経営基盤を維持していくため、市から適正な運営費負担金を受け、また、起

債を安定的に活用し、中期計画に定めた項目を確実に実施することにより、経常収

支比率 100％を目指す。 
〔経常収支比率、不良債務比率〕 

区  分 
平成 21 年度 

実績値 

平成 22 年度 

実績値 

平成 23 年度 

実績値 

平成 25 年度 

目標値 

経常収支比率 93.4％ 94.2％ 96.8％ 100.0％

不良債務比率 0％ 0％ 0％ 0％

備考：経常収支比率は、経常収益÷経常費用 

不良債務比率は、（流動負債－流動資産）÷医業収益 

※流動資産が流動負債を上回る場合は０％ 
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２ 収入の確保と費用の節減 
（１）収入の確保 
① 効果的な病床管理を図ることによる病床稼働率のさらなる向上や手術及び検査

の枠の見直し等による件数の増加、高度医療機器の効率的な稼動等により、増収

を図る。 
〔病床稼働率、入院患者数等〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度

実績値 

平成 25 年度

目標値 

病床稼働率（一般） 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

80.7％

77.4％

82.4％

73.3％

 

78.0％ 

68.2％ 
88.0％

入院患者数 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

102,465 人

8,479 人

104,631 人

8,031 人

 

99,322 人 

3,744 人 
121,413 人

入院診療単価 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

67,334 円

111,240 円

68,400 円

121,980 円

 

70,489 円 

133,530 円 
77,306 円

平均在院日数 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

11.7 日

9.5 日

11.9 日

9.2 日

 

11.7 日 

9.1 日 
11.8 日

外来患者数 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

200,523 人

293 人

204,275 人

266 人

 

204,593 人 

465 人 
206,480 人

外来診療単価 

     （りんくう） 

（救命救急センター）

11,287 円

10,230 円

12,185 円

13,300 円

 

13,207 円 

114,020 円 
14,007 円

備考：病床稼働率（一般）は、４市３町で運営する周産期センター関連病床（58

床）を含んだ数値 

 
② 診療報酬の請求漏れや減点の防止に努めるとともに、未収金の発生防止策や少

額訴訟制度の活用など法的措置を含めた回収策を講じて収入を確保する。 
 

③ ７対１看護配置基準の維持はもとより、特定集中治療室（ＩＣＵ）管理料、脳

卒中ケアユニット（ＳＣＵ）入院医療管理料の取得、その他診療報酬改定に対応

した加算の取得に努めるものとする。特に、平成 26 年度の診療報酬改定に対して

は、情報収集を行うとともに、分析及び対応策を速やかに立案し、増収のための

体制を確保する。また、室料差額等料金の適正な見直し、広告収入の拡充、人間

ドック等健診内容の見直し、メディカルツーリズムへの対応など諸収入の確保に

努めるものとする。 
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（２）費用の節減 
① 業務の効率化・業務委託の適正化を図るとともに、医薬品・診療材料の購入に

おける一括調達及び清掃・警備等の施設管理業務委託の一括契約などにより、費

用削減を図る。合わせて他病院との物品の共同購入を検討する。また、省エネル

ギーへの取組みとして、熱源機器の効率的運用や照明・空調等のきめ細かな制御

に取り組むなど光熱水費の削減を図る。 
② 適正な後発医薬品の採用促進により患者の負担軽減と法人の費用節減に努める。 

〔後発医薬品の品目採用率、材料費比率等〕 

区  分 
平成 21 年度

実績値 

平成 22 年度

実績値 

平成 23 年度 

実績値 

平成 25 年度 

目標値 

後発医薬品の品目採 
     （りんくう） 

（救命救急センター）

13.8％

4.2％

18.8％

4.2％

 

21.0％ 

4.2％ 
20.0％

材料費比率 
（りんくう）

（救命救急センター）

27.6％

40.7％

27.3％

39.0％

 

28.6％ 

31.9％ 
29.0％

経費比率 
（りんくう）

（救命救急センター）

26.0％

34.7％

24.8％

31.8％

 

19.8％ 

42.8％ 
16.4％

職員給与費比率 
（りんくう）

（救命救急センター）

49.7％

98.7％

50.1％

91.3％

 

52.0％ 

129.4％ 
59.3％

備考：材料費、経費、職員給与費の各比率は、医業収益に対する各費用の割合 
 

③ 職員へのコスト意識の普及啓発に努め、その他消耗品費等の経費節減の徹底を

図る。 
 
第４ その他業務運営に関する重要事項 

１ 感染症対策 
近接する関西国際空港で海外から持ち込まれる新たな感染症の発生などに対応で

きる体制を確保するため、特定感染症指定医療機関として、専門のスタッフの確保、

救命救急センターとの連携など、危機管理機能の充実を図る。特に平成 25 年度は、

関係大学より医師を確保した上で、感染対策を強力に推進し、職員の感染症に対す

る意識を向上させる。 
また、新型インフルエンザなど地域での感染対策の指導的な役割を果たすため、

地元医師会、検疫所、保健所、市などと連携協力しながら対応できる体制を確保す

る。 
 

２ 救命救急センターとの円滑な統合 
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 救急医療機能の充実、運営の効率化の観点から統合した救命救急センターと一体

となって、重症救急や地域の医療機関で重症化した患者を幅広く受け入れる体制を

確保する。 
平成 25 年度は、整備改修した電子カルテシステム等を効率的に運用するとともに、

5 階山側救命病棟及び 5 階海側病棟のうち救急科・中央管理病床を有効利用し、救

命救急センターと協働運営を図る。 
また、同病院の一部門として運営を行うことにより、診療機能の一層の充実及び

スケールメリットを活かした運営に向け、将来的にも法人の負担が生じないように、

大阪府と泉佐野市を交えて定期的に救命救急センター運営協議会を開催する。 
 

３ 泉州南部における公立病院の機能再編 
 大阪府の地域医療再生計画の中で位置づけられた医療機能の再編・連携の推進に

より、安定した医師確保を図り、もって地域医療水準の向上と持続可能な医療体制

の構築を目指し、阪南市民病院・市立貝塚病院と協議を進める。 
病院間の機能再編・連携の推進にあたっては、泉州南部公立病院の機能再編・連携

ネットワーク事業推進に向けた基本構想を踏まえて、それぞれの病院の特長、強み

を伸ばすための施設等の整備、診療情報の共有化等の診療機能の一体的な提供、機

能再編に関する検討、地域の医療機関との連携、医師にとって魅力ある病院づくり

など効率的で質の高い医療提供体制の実現を目指し協議を進めていく。 
特に平成 25 年度は、引き続き関係大学に寄附講座を開設し医師確保に努めるととも

に、病院間の診療情報を相互共有できるネットワークシステムを整備し、病院間の

診療連携・医療の質の向上に向けた人的ネットワークを構築する。また、共通臨床

研修プログラムの開発や臨床研修センターの設置に向けて検討していく。 
第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

公的な病院としての使命を安定的に果たせる経営基盤を確保するため、「第２業務

運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「第３財務

内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置」を着実に実施していく。 

１ 予算（平成 25 年度）                    （単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金 

負担金収益 

その他営業収益 

受託収入 

営業外収益 

運営費負担金 

その他営業外収益 

14,729

12,229

668

1,307

445

80

276

176

100
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資本収入 

長期借入金 

    その他資本収入 

    その他収入 

計 

624

219

405

60

15,689

支出 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

研究研修費 

受託事業費 

一般管理費 

営業外費用 

資本支出 

建設改良費 

償還金 

長期借入金償還金 
その他支出 

   計 

13,322

12,840

6,774

3,771

2,264

31

60

422

383

1,980

455

1,409

116

405

16,090

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

（注２）期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

 

〔人件費の見積り〕  

期間中総額 6,921 百万円を支出する。 

なお、当該金額は、役員報酬並びに職員給料、職員諸手当及び休職者給与の額に

相当するものである。 

〔運営費負担金の繰出基準ほか〕 

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、毎年度総務省が

発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方による。 

建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金については、料

金助成のための運営費負担金とする。 

 

２ 収支計画（平成 25 年度）                  （単位：百万円） 

区  分 金  額 

収益の部 

営業収益 

医業収益 

15,502

15,230

12,502



- 17 - 

運営費負担金収益 

補助金等収益 

負担金収益 

資産見返補助金戻入 

資産見返寄附金戻入 

受託収益 

その他営業収益 

営業外収益 

運営費負担金収益 

その他営業外収益 

668

257

1,307

38

293

76

89

272

176

96

費用の部 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

資産減耗費 

研究研修費 

受託事業費 

一般管理費 

営業外費用 

純利益 

15,469

14,778

14,300

7,409

3,620

2,046

1,195

1

29

57

421

691

33

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

 

３ 資金計画（平成 25 年度）                  （単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金収入 

業務活動による収入 

診療業務による収入 

運営費負担金による収入 

運営費交付金による収入 

補助金等収入 

負担金収入 

その他の業務活動による収入 

投資活動による収入 

その他の投資活動による収入 

財務活動による収入 

長期借入による収入 

17,148

15,066

12,229

801

44

354

1,307

331

405

405

1,219

219
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その他の財政活動による収入 

繰越金 

1,000

458

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

救命救急センター事業受託による支出 

その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

財務活動による支出 

 長期借入の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

その他の財政活動による支出 

次期中期目標の期間への繰越金 

17,091

14,111

5,782

3,323

1,976

3,030

455

455

2,525

116

1,409

1,000

57

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

 

第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 2,500 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

（１）運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応 

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

第８ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備又は医療機器の購入等に充てる。 

 

第９ 泉佐野市地方独立行政法人法施行細則（平成 22 年泉佐野市規則第 19 号）第 4 条

で定める事項 

１ 施設及び設備に関する計画（平成 25 年度） 

（単位：百万円）  

施設及び設備の内容 予定額 財 源 

病院施設、医療機器等整備 651 泉佐野市長期借入金等 

備考：１ 金額については見込みである。 

２ 各事業年度の泉佐野市長期借入金等の具体的な額については、各事業年

度の予算編成過程において決定される。 
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２ 積立金の処分に関する計画 

なし 


